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証券コード　8030

平成28年６月14日

株 主 各 位
東京都中央区築地５丁目２番１号

中 央 魚 類 株 式 会 社
代表取締役会長 伊 藤 裕 康

第69期定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り厚く御礼を申しあげます。
　このたびの熊本地震により被災された皆様には心よりお見舞い申しあげますと
ともに、被災地の一日も早い復興をお祈り申しあげます。
　さて、当社第69期定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご出席く
ださいますようご通知申しあげます。
なお、当日ご出席願えない場合は、書面によって議決権を行使することができ

ますので、お手数ながら後記の株主総会参考書類をご検討くださいまして、同封
の議決権行使書用紙に、各議案に対する賛否をご表示いただき、平成28年６月28
日（火曜日）午後５時までに到着するようご返送くださいますようお願い申しあ
げます。

敬 具
記

１．日 時 平成28年６月29日（水曜日）午前10時
２．場 所 東京都中央区晴海四丁目７番28号

ホテルマリナーズコート東京（４階）白鳳
３．目 的 事 項

報 告 事 項 1.第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容ならびに会計監査人
および監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

2.第69期（平成27年４月１日から平成28年３月31日まで）
計算書類の内容報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役10名選任の件
第４号議案 監査役２名選任の件

以　上

当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださ
いますようお願い申しあげます。

なお、株主総会参考書類ならびに事業報告、連結計算書類および計算書類に修正が生
じた場合は、インターネット上の当社ウェブサイト（http://www.marunaka-
net.co.jp/）のインフォメーションに掲載させていただきます。

－ 1 －

株主各位
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株主総会参考書類

議案および参考事項

第１号議案　剰余金の処分の件

当社は、業績に対応した期末配当を行うことを基本方針としつつ、営業基

盤の強化や財務の健全性あるいは今後の事業展開への備えなどを総合的に勘

案し、安定した配当の継続に意を用いております。

当期の期末配当につきましては、下記のとおりといたしたいと存じます。

期末配当に関する事項

(1) 配当財産の種類　　　　　　金銭

(2) 株主に対する配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき　金６円

配当総額 　金239,732,934円

(3) 剰余金の配当が効力を生じる日

平成28年６月30日

－ 2 －

剰余金処分議案
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第２号議案　定款一部変更の件

１．変更の理由

　築地市場が豊洲市場へ移転するため、現行定款第３条の本店の所在地を

東京都中央区から東京都江東区に変更するものであります。なお、本変更

につきましては、平成28年10月31日までに開催される取締役会において決

定する本店移転日をもって効力を生ずるものとし、本附則は、本店移転の

効力発生日経過後、これを削除するものといたします。

２．変更の内容

　変更の内容は次のとおりであります。
(下線は変更部分を示します。)

現 行 定 款 変 更 案

（本店の所在地） （本店の所在地）

第３条　当会社は本店を東京都中央区に置

く。

第３条　当会社は本店を東京都江東区に置

く。

（新　　設） 附則

　第３条（本店の所在地）の変更は、平成

28年10月31日までに開催される取締役会に

おいて決定する本店移転日をもって効力を

生ずるものとし、本附則は、本店移転の効

力発生日経過後、これを削除する。

－ 3 －

定款一部変更議案
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第３号議案　取締役10名選任の件

取締役10名（全員）は、本総会終結の時をもって任期満了となります。つ

きましては、取締役10名の選任をお願いいたしたいと存じます。

取締役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１

い

伊
とう

藤
ひろ

裕
やす

康

(昭和９年10月15日生)

昭和34年３月　当社入社

昭和52年６月　当社取締役

平成元年６月　当社常務取締役

平成７年６月　当社専務取締役

平成９年６月　当社代表取締役社長

平成22年６月　当社代表取締役会長(CEO)、会

長執行役員(現)

＜重要な兼職の状況＞

・一般社団法人 全国水産卸協会会長

812,340株

２

おお

大
たき

滝
よし

義
ひこ

彦

(昭和18年２月21日生)

昭和41年４月　当社入社

平成12年６月　当社取締役

平成14年６月　当社常務取締役

平成16年11月　当社専務取締役

平成19年６月　当社取締役副社長

平成22年６月　当社代表取締役社長(COO)、社

長執行役員(現)

42,000株

３

お

小
がわ

川
ゆき

征
ひで

英

(昭和18年12月18日生)

昭和37年４月　株式会社ニチレイ入社

平成９年４月　同社本社水産部部長

平成18年５月　船橋中央魚類株式会社 代表

取締役社長

平成19年６月　当社取締役

平成20年６月　当社常務取締役

平成22年６月　当社取締役、専務執行役員

平成23年５月　船橋中央魚類株式会社 代表

取締役社長

平成24年６月　当社取締役副社長、副社長執

行役員､ 営業本部本部長

平成27年１月　当社代表取締役副社長、副社

長執行役員、営業本部本部長

平成27年６月　当社代表取締役副社長、副社

長執行役員(現)

17,000株

－ 4 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

４

い

伊
とう

藤
はる

晴
ひこ

彦
(昭和42年３月17日生)

平成２年４月　株式会社ニチレイ入社
平成12年４月　当社入社
平成20年４月　株式会社ホウスイ 取締役
平成20年６月　当社取締役開発部担当
平成25年４月　恵光水産株式会社 代表取締

役社長
平成25年５月　株式会社水産流通 代表取締

役社長
平成25年６月　株式会社ホウスイ 取締役専

務執行役員
平成27年６月　当社常務取締役、常務執行役

員、関連事業部担当(現)

63,993株

５

まつ

松
もと

本
たか

孝
し

志

(昭和30年６月６日生)

昭和49年４月　当社入社
平成20年７月　当社鮮魚部ゼネラルマネージ

ャー
平成21年４月　当社鮮魚部部長
平成22年６月　当社執行役員、鮮魚部部長
平成24年６月　当社取締役、執行役員、鮮魚

部部長
平成27年６月　当社取締役、執行役員、営業

本部本部長 兼 鮮魚部部長
平成28年４月　当社常務取締役、常務執行役

員、営業本部本部長
平成28年５月　当社常務取締役、常務執行役

員、営業本部本部長 兼 鮮魚
部部長(現)

5,000株

６

かま

鎌
くら

倉
てる

照
とし

敏
(昭和27年９月２日生)

昭和51年４月　当社入社
平成21年４月　当社計算部部長
平成23年６月　当社執行役員塩干部部長
平成24年３月　船橋魚市株式会社 代表取締

役社長
平成27年６月　当社取締役、執行役員、管理

部門統括 兼 計算部部長 兼 
新市場準備室室長(現)

24,000株

７

い

伊
づま

妻
まさ

正
ひろ

博

(昭和27年２月４日生)

昭和50年４月　当社入社
平成16年12月　当社経理部ゼネラルマネージ

ャー
平成20年６月　当社取締役経理部ゼネラルマ

ネージャー
平成21年４月　当社取締役経理部部長
平成22年６月　当社執行役員、経理部部長
平成24年６月　当社取締役、執行役員、経理

部部長
平成25年６月　当社取締役、執行役員、経理

部部長兼計算部部長
平成27年６月　当社取締役、執行役員、経理

部部長(現)

10,000株

－ 5 －

取締役選任議案
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候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略歴、当社における地位、担当
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

８

しま

島
わき

脇
よし

義
とも

知

(昭和31年１月18日生)

昭和53年４月　当社入社
平成14年４月　当社特種部特種第二課マネー

ジャー
平成20年７月　当社特種部ゼネラルマネージ

ャー
平成23年６月　当社執行役員、特種部部長
平成26年６月　当社取締役、執行役員、特種

部部長(現)

101,000株

９

おお

大
す

須
が

賀
 

　
ゆき

幸
 

　
お

夫

(昭和31年７月20日生)

昭和54年４月　三洋食品株式会社入社
昭和56年６月　東海貿易株式会社入社
昭和62年６月　ユアサフナショク株式会社入

社
平成元年９月　当社入社
平成19年８月　当社冷凍部冷凍第一課マネー

ジャー
平成24年６月　当社執行役員、冷凍部部長
平成26年６月　当社取締役、執行役員、冷凍

部部長(現)

2,000株

10

ほそ

細
み

見
のり

典
お

男

(昭和25年４月12日生)

昭和48年４月　日本水産株式会社入社

平成15年６月　同社取締役

平成19年６月　同社常務取締役

平成21年６月　同社取締役専務執行役員

平成23年４月　同社代表取締役専務執行役員

平成24年６月　同社代表取締役社長執行役員

(現)

平成26年６月　当社取締役(現)

＜重要な兼職の状況＞
・日本水産株式会社　代表取締役社長執行役員

(日本水産株式会社と当社との間には営業上の取

引があります。 )

－株

 (注) １.当社と営業上の取引がある取引先の代表者である細見典男氏を除き、各候補者と
当社との間には特別な利害関係はありません。

２.細見典男氏は社外取締役候補者であります。細見典男氏は経済界や水産業界に
おける豊かな経験と幅広い識見により当社経営上有用なご助言をいただけると
判断し、社外取締役候補者として選任をお願いするものであります。なお、細見
典男氏の当社における社外取締役在任期間は、本総会終結の時をもって２年とな
ります。

－ 6 －

取締役選任議案
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第４号議案　監査役２名選任の件

本総会終結の時をもって、監査役 渡辺 亨氏は任期満了により、監査役 尾

﨑 健氏は辞任により退任いたしますので、監査役２名の選任をお願いいたし

たいと存じます。

なお、本議案につきましては監査役会の同意を得ております。

監査役候補者は次のとおりであります。

候補者
番 号

氏 名
（生年月日）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位
お よ び 重 要 な 兼 職 の 状 況

所 有 す る
当 社 の
株 式 の 数

１
わた

渡
なべ

辺
 

　
とおる

亨

(昭和40年６月28日生)

平成12年10月　弁護士登録

平成12年10月　馬車道法律事務所勤務

平成13年６月　当社監査役(現)

平成18年11月　渡辺法律事務所勤務(現)

－株

２

※
まつ

松
やま

山
じ

次
ろう

郎
(昭和29年３月30日生)

昭和47年４月　当社入社

平成18年４月　当社大物部ゼネラルマネージ

ャー

平成20年６月　当社取締役大物第一部担当 

兼 大物第一部ゼネラルマネ

ージャー

平成22年６月　当社執行役員マグロ部部長

(現)

31,000株

（注）１.※は新任の監査役候補者であります。
２.候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。
３.渡辺 亨氏は社外監査役候補者であります。渡辺 亨氏は直接会社経営に関与さ

れた経験はありませんが、弁護士の資格を有しており、法律に関する専門的見地
から適切な監査を遂行しうると判断し、社外監査役候補者として選任をお願いす
るものであります。なお、渡辺 亨氏の当社における社外監査役就任期間は、本
総会終結の時をもって15年間で、東京証券取引所に独立役員として届け出ており
ます。

以　上

－ 7 －

監査役選任議案
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株主総会会場ご案内略図

至品川

ソニービル

至浜松町

築地四丁目

築地
市場

隅　田　川

ホテル
マリナーズコート東京

ホテルマリナーズコート東京前

晴海三丁目

晴海トリトンスクエア

勝どき二丁目

清 澄 通 り

築地本願寺

築地駅

勝どき駅

大江戸線

月島駅

築地
市場駅

新 大 橋 通 り

昭　　和　　通　　り

中　　央　　通　　り

三越

銀座四丁目

外　　堀　　通　　り

数寄屋橋

有楽町駅
東 京 駅

至上野
丸の内

（南口）

月島駅 相生橋

春海橋

朝 　潮 　運 　河

至
日
比
谷

日 

比 

谷 

線東
銀
座
駅

銀
座
駅

晴　

海　

通　

り

勝
鬨
橋

黎
明
橋

佃
大
橋

有
楽
町
線

八重洲口

至江戸橋

至神田

東京都中央区晴海四丁目７番28号

ホテルマリナーズコート東京（４階）白鳳
電話　03(5560)2521

※会場は昨年と異なりますので、お間違えのないようご注意ください。

(
都営地下鉄　大江戸線　勝どき駅Ａ３出口より 徒歩約15分

)都バス　東京駅丸の内南口➞晴海埠頭行 「ホテルマリナーズコート東京前」で下車 徒歩約１分

数寄屋橋（有楽町マリオン前）➞晴海埠頭行 「ホテルマリナーズコート東京前」で下車 徒歩約１分

※お車でのご来場はご遠慮下さいますようお願い申しあげます。

地図
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（第69期定時株主総会招集ご通知添付書類）

第 69 期 報 告 書

(平成27年４月１日から

平成28年３月31日まで)
事 業 報 告

連 結 貸 借 対 照 表

連 結 損 益 計 算 書

連 結 株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

連 結 注 記 表

貸 借 対 照 表

損 益 計 算 書

株 主 資 本 等 変 動 計 算 書

個 別 注 記 表

連結計算書類に係る会計監査人監査報告

計算書類に係る会計監査人監査報告

監 査 役 会 監 査 報 告

中 央 魚 類 株 式 会 社

表紙
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事　 業　 報　 告

(平成27年４月１日から

平成28年３月31日まで)
1.　企業集団の現況

(1) 事業の経過およびその成果

  当期におけるわが国経済は、企業収益や雇用環境に改善が見られましたが、

個人消費には停滞感があり、為替相場の変動や原油安などにより先行きの不透

明感が次第に強まる状況となりました。また、中国をはじめとした新興国の成

長鈍化も引き続き不安要素となっております。

　当社グループが主力事業を展開する水産物卸売市場業界は、天然水産資源の

減少や気候変動等による漁場や漁期の変化により取扱数量が減少しており、節

約志向等による高価格商品の買い控えなどにより、依然として厳しい経営環境

となっております。

　このような状況のもと、当社グループは、市川流通センター・物流センター

の事業が順調に推移したことやリテールサポート事業における新規顧客対策も

あり、売上高は198,951百万円(前年同期比0.3％増)となり、集荷販売経費は増

加したものの、人件費等の減少により営業利益1,048百万円(前年同期比37.5％

増)、経常利益1,290百万円(前年同期比15.3％増)、親会社株主に帰属する当期

純利益は948百万円(前年同期比76.8％増)となりました。

　なお、本年3月に判明した当社連結対象会社の元経理課長による不正行為と不

適切な会計処理につきましては過年度（平成26年3月期、平成27年3月期）の決

算を修正いたしました。当社といたしましては、今回の事態はグループ会社に

対する管理が十分に行われていなかった結果であると真摯に反省し、今後は全

グループ会社に対する管理体制を確立し再発防止に努めてまいります。

当社グループの事業部門別の概況は次のとおりであります。

＜水産物卸売事業＞

  水産物卸売事業におきましては、輸入鮭鱒や養殖タイ・ハマチは順調な動き

となったものの、マグロ類は売れ行きが鈍化し、冷凍品は銀鮭やエビ、銀鱈が

伸び悩み、鮮魚類のアジやカツオ、サンマの漁獲が不振となるなど厳しい集荷

販売を余儀なくされました。このような状況の中、当社グループ会社それぞれ

が持つ機能を連携させて水産物の集荷販売に注力いたしました。その結果、水

産物卸売事業における売上高は193,319百万円(前期比0.3％増)となり、当社の

貸倒引当金の戻し等による経費の減少もあり営業利益は244百万円(同237.9％

増)となりました。

－ 1 －

事業の経過およびその成果
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＜冷蔵倉庫事業＞

冷蔵倉庫事業におきましては、物流センターの稼働率上昇により売上高は

4,858百万円(前期比1.3％増)となり、営業利益は370百万円(同12.1％増)となり

ました。

＜不動産賃貸事業＞

不動産賃貸事業におきましては、各賃貸物件の稼働率が高水準で推移したこ

とにより、売上高は449百万円(前期比18.6％増)となり、営業利益は401百万円

(同26.9％増)となりました。

＜荷役事業＞

荷役事業におきましては、売上高は323百万円(前期比6.6％減)となりました

が、営業利益は45百万円(同8.6％増)となりました。

（事業部門別売上高明細）

事 業 区 分
平 成 2 7 年 度 （ 当 期 ）

前 期 比
金 額 構 成 比

百万円 ％ ％

水 産 物 卸 売 事 業 193,319 97.2 100.3

冷 蔵 倉 庫 事 業 4,858 2.4 101.3

不 動 産 賃 貸 事 業 449 0.2 118.6

荷 役 事 業 323 0.2 93.4

合 計 198,951 100.0 100.3

(2) 設備投資の状況

当期中における当社グループの設備投資の総額は6,450百万円で、冷蔵倉庫事

業における豊洲冷蔵庫建設費用が主なものであります。

－ 2 －

事業の経過およびその成果、設備投資の状況
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(3) 対処すべき課題

水産物卸売市場業界は、世界的な水産資源の減少と資源保全のための漁獲規

制の強化に加え、気候変動による海水温の上昇など海洋環境の変化に伴い、漁

場や漁期が大きく変化し水揚げが不安定になっています。これを補うため、近

年養殖事業が活発化し、養殖水産物の生産量が天然水産物を上回る状況となっ

ています。また、従来の健康志向に加え、食の簡便性、和食のグローバル化が

進み、欧米を中心として国際的に水産物の需要が高まっており、これにより、

輸入水産物の調達コストが上昇し、国産水産物も不安定な水揚げの影響を受け

て単価の上昇が続いています。

さらに、国内では産地直送やネット販売の増加などにより水産物の市場経由

率が低下し、いわゆる市場外流通がますます増加しており、市場内だけに止ま

らず市場外との販売競争が激しさを増しております。また、少子高齢化に加え

近年は単身生活者の増加により消費構造が急速に変化。これに対応するため量

販店、外食産業とも流通、加工、販売の各段階で改革、改善を急いでおり、当

社グループを取り巻く経営環境は厳しさを増しております。

当社グループが事業拠点にしている築地市場は、平成28年11月２日をもって

市場業務を終了し、７日に移転先の江東区豊洲市場が開場し、業務を開始しま

す。移転には設備の新設、引っ越し作業等に多額の費用が見込まれるほか、閉

鎖型、高床式、多層階になる新市場では物流費のコストアップが予想されてお

り、システム化や効率化などを強化してまいります。当社グループの(株)ホウ

スイも豊洲市場において新たな冷蔵庫を建設の予定であり、当社グループは豊

洲市場の開場に向けた準備に万全を期し、市場内同業各社との協力を強化して

まいる所存であります。

このような状況の中、当社グループは主力の水産物卸売事業を中心にグルー

プ各社が持つ冷蔵保管、リテールサポート、物流・在庫管理等の各機能を有機

的に結び付け、当社グループの得意分野である生鮮水産物の集荷販売をさらに

拡充させるとともに、卸売市場における公共的使命を担う企業として食の安

全・安心の重要性を従来にも増して強く認識し、消費者が安心して食すること

のできる安全な商品の取り扱いに 大限の注力をしてまいる所存です。さらに、

品質管理委員による一層の品質管理の向上、債権管理強化等による健全な財務

体質の構築、商品の適正在庫量の管理強化、物流費等のコスト削減、顧客ニー

ズに対応した新商品開発、グループ内人員配置の適正化、グループ会社間の連

携による拡販などに意を用いてまいります。

また、当社は豊洲市場に近接している中央区豊海地区において、効率的に水

産物を配送できる機能を備えた「豊海流通配送センター（仮称）」の建設を計

画し、平成30年５月完成を目指しており、これに向けて当社グループ横断のプ

ロジェクトチームを編成し、運営体制の確立の準備を進めております。

－ 3 －

対処すべき課題
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冷蔵倉庫事業におきましては、平成26年１月に千葉県市川市に完成した物流

センター及び同年２月に中国大連市に完成した冷蔵倉庫の確実な運営体制と集

荷体制を構築し、また、グループ会社との連携による保管から末端までのトー

タル物流サービスを担って着実な事業の拡充を図ってまいります。

不動産賃貸事業におきましては、現有賃貸物件のサービス向上やメンテナン

ス強化等によって高稼働率を維持してまいります。荷役事業におきましては、

豊洲市場での荷役事業の共同化に向けて設立された豊洲物流(株)との協業体制

を進めるとともに、当社の荷役業務の効率化に向けて合理的な人員配置と経費

の節減に取り組む所存であります。

当社グループは、関連事業も含めて水産物卸売市場業界の中核として取引先

各位に信頼され、社会から必要とされる企業グループとして努力してまいりま

す。

株主の皆様におかれましては、今後とも一層のご支援を賜りますようお願い

申しあげます。

(4) 直前３事業年度の財産および損益の状況
① 企業集団の財産および損益の状況

区 分
平成24年度
第 66 期

平成25年度
第 67 期

平成26年度
第 68 期

平成27年度
第 69 期

（当　期）
売 上 高 (百万円) 164,683 173,756 198,301 198,951
経 常 利 益 (百万円) 1,484 950 1,119 1,290
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

(百万円) 124 714 536 948

１株当たり当期純利益(円) 3.04 17.41 13.08 23.64
総 資 産 (百万円) 45,308 54,392 56,685 59,900
純 資 産 (百万円) 21,139 21,703 23,009 23,381

　（注）1.１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算出して
　　　　　おります。
　　　　2.平成25年度第67期、平成26年度第68期の売上高、経常利益、親会社株主に帰属する当期純

利益、１株当たりの当期純利益、総資産、純資産の金額は訂正後の金額であります。

② 当社の財産および損益の状況

区 分
平成24年度
第 66 期

平成25年度
第 67 期

平成26年度
第 68 期

平成27年度
第 69 期

（当　期）
売 上 高 (百万円) 98,766 103,318 113,348 111,913
経 常 利 益 (百万円) 492 550 545 567
当 期 純 利 益 (百万円) △484 580 △18 573
１株当たり当期純利益(円) △11.80 14.15 △0.44 14.29
総 資 産 (百万円) 25,330 28,763 29,482 28,262
純 資 産 (百万円) 13,080 13,654 14,479 14,308

　（注）1.△は損失を示しております。
2.１株当たり当期純利益は、自己株式数控除後の期中平均発行済株式総数に基づき算出して

おります。
　　　　3.平成26年度第68期の当期純利益、１株当たり当期純利益、総資産、純資産の金額は訂正後

の金額であります。

－ 4 －
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(5) 重要な子会社等の状況

会 社 名 資 本 金 議決権比率 主要な事業内容
百万円 ％

千 葉 中 央 魚 類 株 式 会 社 100 100.0 水産物卸売事業

柏 魚 市 場 株 式 会 社 80 100.0 水産物卸売事業

オーシャンステージ株式会社 9 90.0 水産物卸売事業

株 式 会 社 ホ ウ ス イ 2,485 55.2
冷 蔵 倉 庫 事 業
水産物卸売事業

中 央 小 揚 株 式 会 社 20 100.0 荷 役 事 業

　 (注) 連結子会社は、上記重要な子会社５社のほか、(株)水産流通、中央フーズ(株)、(株)せんに
ちを含む８社であります。また、持分法適用関連会社は、船橋魚市(株)、東京北魚(株)の２
社であります。

(6) 主要な事業内容（平成28年３月31日現在）

事 業 区 分 事 業 の 内 容

水 産 物 卸 売 事 業
東京都内および千葉県内の公設卸売市場ならびに市場外に
おける水産物およびその加工製品の卸売業等

冷 蔵 倉 庫 事 業 首都圏における冷蔵倉庫業

不 動 産 賃 貸 事 業 保有する不動産の一部の賃貸業

荷 役 事 業 築地市場内における水産物等の荷役業

(7) 主要な営業所（平成28年３月31日現在）

名 称 営 業 所 名 （ 所 在 地 ）

中央魚類株式会社 本　　社（東京都中央区、築地市場）

千葉中央魚類株式会社 本　　社（千葉県千葉市美浜区、千葉市場）

柏魚市場株式会社 本　　社（千葉県柏市、柏市場）

オーシャンステージ
株 式 会 社

本　　社（東京都中央区）

株式会社ホウスイ

本　　社（東京都中央区）
仙台支店（宮城県仙台市）、大阪支店（大阪府吹田市）、
福岡営業所（福岡県福岡市）、築地冷蔵庫、豊海第一冷蔵
庫、豊海第二冷蔵庫、豊海第三冷蔵庫（以上　東京都中央
区）、大井冷蔵庫（東京都大田区）、船橋冷蔵庫（千葉県
船橋市）、市川物流センター、市川流通センター(以上　千
葉県市川市)、厚木物流センター（神奈川県伊勢原市）

中央小揚株式会社 本　　社（東京都中央区）

－ 5 －
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(8) 使用人の状況（平成28年３月31日現在）

① 企業集団の使用人の状況

事 業 区 分 使 用 人 数 前期末比増減(△)

名 名

水 産 物 卸 売 事 業 418 (410） 6 （22）

冷 蔵 倉 庫 事 業 140 （12） △1 （△5）

不 動 産 賃 貸 事 業 － －

荷 役 事 業 79 （6） △5 （2）

合 計 637 (428） 0 （19）

　（注）使用人数は就業人員であり、臨時雇用者数は（　）内に年間の平均就業人員を外数で記載し
ております。

② 当社の使用人の状況

使 用 人 数 前期末比増減(△) 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数

名 名 歳 年

190 △6 43.8 18.9

　（注) 使用人数は就業人員であり、上記のほか臨時雇用者が31名おります。

(9) 主要な借入先（平成28年３月31日現在）

借 入 先 借 入 残 高

百万円

株 式 会 社 み 　 ず 　 ほ 　 銀 　 行 4,737

株 式 会 社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ銀 行 4,176

株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 3,521

－ 6 －

使用人の状況、主要な借入先
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2.　会 社 の 現 況

(1) 株 式 の 状 況 （平成28年３月31日現在）

① 発行可能株式総数 62,400千株

② 発行済株式の総数 43,153千株

③ 株主数 7,712名

④ 大株主

株      主      名 持 　 株 　 数 持 株 比 率

千株 ％

日 本 水 産 株 式 会 社 4,796 12.0

株式会社 足 利 本 店 2,935 7.3

株式会社 三 菱 東 京 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 1,989 5.0

株式会社 み ず ほ 銀 行 1,988 5.0

株 式 会 社 　 極 　 　 　 洋 1,006 2.5

伊 藤 裕 康 812 2.0

東 洋 水 産 株 式 会 社 810 2.0

三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 643 1.6

株式会社 ニ チ レ イ フ レ ッ シ ュ 597 1.5

ＣＢＮＹ　ＤＦＡ　ＩＮＴＬ　ＳＭＡＬ
Ｌ　ＣＡＰ　ＶＡＬＵＥ　ＰＯＲＴＦＯ
ＬＩＯ

506 1.3

　（注) 当社は自己株式（3,197,511株）を保有しておりますが、上記大株主からは除いております。
なお、持株比率は自己株式を控除して計算しております。

(2) 新株予約権等に関する事項

　該当事項はありません。

－ 7 －

株式の状況、新株予約権等に関する事項
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(3) 会社役員に関する事項

① 取締役および監査役の状況（平成28年３月31日現在）

地 位 氏 名 担当および重要な兼職の状況

代 表 取 締 役 会 長

( C E O )

伊 藤 裕 康 会長執行役員

一般社団法人 全国水産卸協会会長

代 表 取 締 役 社 長

( C O O )

大 滝 義 彦 社長執行役員

代表取締役副社長 小 川 征 英 副社長執行役員

常 務 取 締 役 伊 藤 晴 彦 常務執行役員、関連事業部担当

取 締 役 鎌 倉 照 敏 執行役員、管理部門統括 兼 計算部部長 

兼 新市場準備室室長

取 締 役 伊 妻 正 博 執行役員、経理部部長

取 締 役 松 本 孝 志 執行役員、営業本部本部長 兼 鮮魚部部長

取 締 役 島 脇 義 知 執行役員、特種部部長

取 締 役 大須賀　幸　夫 執行役員、冷凍部部長

取 締 役 細 見 典 男 日本水産株式会社 代表取締役社長執行役

員

常 勤 監 査 役 鈴 木 　 誠

監 査 役 渡 辺 　 亨 弁護士

監 査 役 松 行 健 一 株式会社極洋 取締役東京支社長

監 査 役 尾 﨑 　 健

　 (注) 1.平成27年6月26日開催の第68期定時株主総会において、伊藤晴彦、鎌倉照敏の各氏は新たに
取締役に選任され、それぞれ就任いたしました。

2.平成27年6月26日開催の第68期定時株主総会において、鈴木　誠、松行健一、尾﨑　健の各
氏は新たに監査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

3.平成27年6月26日開催の第68期定時株主総会終結の時をもって常勤監査役 伊達 毅氏は任
期満了により常勤監査役を退任し、社外監査役 井上 誠氏は辞任のため社外監査役を退任
いたしました。

4.取締役 細見典男氏は社外取締役であります。
5.監査役　渡辺　亨、監査役　松行健一、監査役　尾﨑　健の各氏は社外監査役であり、監

査役　渡辺　亨氏は東京証券取引所に独立役員として届け出ております。

② 取締役および監査役に支払った報酬等の総額

区 分 支 給 人 員 支 給 額

取 締 役 10名 139百万円

監 査 役 6名 16百万円

合 計 16名 156百万円

（注）1.上記には、平成27年６月26日開催の第68期定時株主総会の終結の時をもって退任した監査
役２名を含んでおります。

2.取締役の支給額には、執行役員報酬が含まれておりません。
3.上記の支給額合計156百万円のうち、社外役員（社外取締役1名、社外監査役4名）に対する
支給額は10百万円です。
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③ 社外役員に関する事項
イ．兼職状況（他の法人等の業務執行者である場合）
・取締役 細見典男氏は、日本水産株式会社の代表取締役を兼務しており
ます。なお、当社は日本水産株式会社との間に営業上の取引がありま
す。

・監査役 松行健一氏は、株式会社極洋の取締役東京支社長を兼務してお
ります。なお、当社は株式会社極洋との間に営業上の取引があります。

ロ．主な活動状況
・取締役 細見典男氏は、当期中に開催された開催された取締役会には13

回中10回出席し、主に水産業界の動向について経営上有益な発言を行っ
ております。

・監査役 渡辺 亨氏は、当期中に開催された取締役会には13回中12回出席
し、監査役会には13回中12回出席しております。なお、取締役会におい
ては取締役の職務の執行状況を適宜確認するとともに、監査役会におい
ては監査の実施状況および結果について意見交換を行い、必要な協議を
行っております。

・監査役 松行健一氏は、監査役就任以降、当期中に開催された取締役会
には10回中10回出席し、監査役会には10回中10回出席しております。な
お、取締役会においては取締役の職務の執行状況を適宜確認するととも
に、監査役会においては監査の実施状況および結果について意見交換を
行い、必要な協議を行っております。

・監査役 尾﨑　健氏は、監査役就任以降、当期中に開催された取締役会
には10回中10回出席し、監査役会には10回中10回出席しております。な
お、取締役会においては取締役の職務の執行状況を適宜確認するととも
に、監査役会においては監査の実施状況および結果について意見交換を
行い、必要な協議を行っております。

(4) 会計監査人の状況
① 会計監査人の名称

監査法人 和宏事務所

② 報酬等の額

支 払 額

１）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 20百万円

２) 当社および当社子会社が支払うべき金銭その他
の財産上の利益の合計額

41百万円

（注）1.当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づ
く監査の監査報酬の額を区分しておりませんので、上記の報酬等の額にはこれらの合計額を
記載しております。

2.当社および当社子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額には、公認会計士法
第2条第1項以外の非監査業務として、「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に
関する特別措置法」に関する認定申請に必要となる確認手続を監査法人に委託した対価が含
まれております。

3.当社監査役会は、公益社団法人日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実
務指針」を踏まえ、会計監査人の監査計画、監査の実施状況、及び報酬見積りの算出根拠な
どを確認し、検討した結果、会計監査人の報酬等について同意をしております。
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③ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査役会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があ
ると判断した場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に
関する議案の内容を決定いたします。
　監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当
すると認められる場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任い
たします。この場合、監査役会が選定した監査役は、解任後 初に招集され
る株主総会におきまして、会計監査人を解任した旨と解任の理由を報告いた
します。

(5) 業務の適正を確保するための体制等の整備に関する事項
① 決議の内容の概要
・ 当該株式会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合

することを確保するための体制（会社法第362条第４項第６号、会社法
施行規則第100条第１項第４号）

　当社は取締役会および経営会議において、各部門担当取締役及び執行役
員から職務の執行状況について随時報告を求め、コンプライアンス状況を
モニタリングする。
　当社は代表取締役社長に直属する部署として業務監査室を設置し、取締
役、執行役員及び使用人の企業活動に係るコンプライアンス状況を把握す
るものとする。また、業務監査室は監査役会及び監査法人と必要な意見・
情報交換を随時行うとともに、内部通報制度を構築し適正な運用を実施す
る。
　当社は財務報告の適正性を確保するため、関連する社内規程等を整え、
財務報告の適正性を確保する方策を策定してこれを継続的に管理・運用す
ることにより、金融商品取引法と関連法令等に基づく内部統制システムを
構築する。
　コンプライアンス上の問題が発生した場合、社外有識者を加えたコンプ
ライアンス委員会に諮って意見を伺い、あるいは弁護士等の専門家の助言
を受けるなどして適切な対応と再発防止策を速やかに実施する。
　当社は市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力とは一切関
係しないことを企業倫理として掲げるとともに、反社会的勢力による被害
を防止するため対応部署と責任者を定めて一元的管理を行い、所轄警察署
等と緊密な連携のもと毅然とした態度で対処する。

・ 当該株式会社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関す
る体制（会社法施行規則第100条第１項第１号）

　取締役の職務の執行に係る情報は、関係法令や社内規程に則り適切に保
存・管理するとともに、所管部門においては、容易に検索・閲覧ができる
状態を整備するものとする。

－ 10 －
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・ 当該株式会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
（会社法施行規則第100条第１項第２号）

　当社では、各部門を担当する取締役及び執行役員により、各担当部門に
おいて内在しかつ想定されるリスクを分析し管理することを随時実施す
る。これを経営会議に諮り、全社的にリスク対応のできる体制を整備する
とともに、緊急事態発生時については、経営会議主導による迅速な対応策
を実行できる体制とする。また、リスクの未然防止のために、随時、社内
教育にも力を注ぐこととする。
　業務監査室は各部門の事業監査を通じてリスク管理体制の状況を経営
会議に報告することとする。

・ 当該株式会社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保す
るための体制（会社法施行規則第100条第１項第３号）

　取締役会は年度計画を策定し、代表取締役は目標達成に向けてこれを遂
行する。その目標を適切に遂行できるよう、毎月１回開催する営業会議等
において全社的浸透を図る。
　職務遂行が適正かつ効率的になされるよう社内決裁基準に則って、社内
各責任者に権限が委譲されるものとする。
　経営会議では取締役及び執行役員の職務執行の進捗状況について随時
報告がなされるものとし、その他経営上の諸問題等について迅速な対応が
とれるよう原則として月２回開催する。

・ 次に掲げる体制その他の当該株式会社並びにその親会社及び子会社か
ら成る企業集団における業務の適正を確保するための体制（会社法第
362条第４項第６号、会社法施行規則第100条第１項第５号）
イ．当該株式会社の子会社の取締役、執行役、業務を執行する社員、会

社法第598条第１項の職務を行うべき者その他これらの者に相当す
る者（ハ及びニにおいて「取締役等」という。）の職務の執行に係
る事項の当該株式会社への報告に関する体制（会社法施行規則第
100条第１項第５号イ）

ロ．当該株式会社の子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の
体制（会社法施行規則第100条第１項第５号ロ）

ハ．当該株式会社の子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われ
ることを確保するための体制（会社法施行規則第100条第１項第５
号ハ）

ニ．当該株式会社の子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令
及び定款に適合することを確保するための体制（会社法施行規則第
100条第１項第５号ニ）

　グループ各社はコンプライアンス体制、リスク管理体制、効率的業務体
制、文書保存体制等についてそれぞれ社内体制を確立するよう努力すると
ともに、これらの体制の実施状況は当社代表取締役へ随時報告がなされ、
必要に応じ適切な指導と支援がなされるものとする。
　グループ各社において不適切な取引その他コンプライアンス上重大な
問題が発生するおそれが生じた場合や会社の財産に著しい損害を及ぼす
おそれが生じた場合は、当社グループの役職員が当社代表取締役又は業務
監査室に直接に通報できる体制を整える。
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　グループ全体の経営を統括し適切に管理するため、グループ各社幹部が
出席するグループ会議又はグループ各社代表者が出席するグループ社長
会を原則として毎月１回開催し、それぞれ職務執行状況の報告や重要な経
営施策の検討を行う。

・ 当該監査役設置会社の監査役がその職務を補助すべき使用人を置くこ
とを求めた場合における当該使用人に関する事項（会社法施行規則第
100条第３項第１号）、当該使用人の当該監査役設置会社の取締役から
の独立性に関する事項及び当該監査役設置会社の監査役の第１号の使
用人に対する指示の実行性の確保に関する事項（会社法施行規則第100
条第３項第１号、第２号、第３号）

　監査役の職務を補助すべき専任の使用人は置かないものの、監査役会の
求めに応じて総務部、経理部の各スタッフがサポートする。
　業務監査室は、監査役会との協議に基づき監査役会の要請する監査を実
施しその結果を監査役会に報告できる体制とする。
　監査役の職務を一定期間、常時補助することとなった使用人は、監査役
会の指揮命令下で行動する。また、当該使用人の人事考課につき、監査役
補助業務に従事した期間分については監査役会が意見を述べることがで
きるようにする。

・ 次に掲げる体制その他の当該監査役設置会社の監査役への報告に関す
る体制（会社法施行規則第100条第３項第４号）
イ．当該監査役設置会社の取締役及び会計参与並びに使用人が当該監

査役設置会社の監査役に報告するための体制（会社法施行規則第
100条第３項第４号イ）

ロ．当該監査役設置会社の子会社の取締役、会計参与、監査役、執行
役、業務を執行する社員、会社法第598条第１項の職務を行うべき
者その他これらの者に相当する者及び使用人又はこれらの者から
報告を受けた者が当該監査役設置会社の監査役に報告するための
体制（会社法施行規則第100条第３項第４号ロ）

　当社グループの役職員は、当社の各監査役及び監査役会の求めに応じて
職務の執行状況を遅滞なく報告し又は必要な資料等を提出しなければな
らないものとする。
　当社グループの役職員は職務の執行に際し、法令・定款・社内規程に違
反する事項その他コンプライアンス上重大な事項又は会社の財産に著し
い損失を及ぼすおそれが発生した場合は、直ちに当社の各監査役又は監査
役会に直接報告することができる体制を整備する。
　当社業務監査室は定期的に当社グループにおける内部監査、コンプライ
アンス、リスク管理との現状を当社の監査役又は監査役会に報告する。
　当社グループの内部通報制度の担当部署は、定期的に当社グループの役
職員からの内部通報の状況について当社の各監査役又は監査役会に報告
する。
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ハ．監査役へ前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として
不利な取扱いを受けないことを確保するための体制（会社法施行規
則第100条第３項第５号）

　当社は当社の監査役へ当該報告を行った当社グループの役職員に対し、
当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止し、その
旨を当社グループの役職員に周知徹底する。
ニ．当該監査役設置会社の監査役の職務の執行について生ずる費用の

前払又は償還の手続その他の当該職務の執行について生ずる費用
又は債務の処理に係る方針に関する事項（会社法施行規則第100条
第３項第６号）

　当社は、監査役がその職務の執行について当社に対し会社法第388条に
基づく費用の前払い等の請求をしたときは担当部署において審議の上、当
該請求に係る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に必要でないと認
められた場合を除き、速やかに当該費用又は債務を処理する。

・ その他当該監査役設置会社の監査役の監査が実効的に行われることを
確保するための体制（会社法施行規則第100条第３項第７号）

　監査役会からの監査基準・計画は取締役、執行役員全員に回覧し監査の
実施に協力する体制をとる。
　監査役会はその求めによって代表取締役との意見交換の場を持つこと
ができる。
　監査役会と業務監査室とは監査の意見・情報交換を随時行う。
　監査役会と業務監査室と監査法人とは必要により連携して監査業務を
遂行する。
　監査役会の監査業務につき独自に弁護士等の専門家の助言を受ける機
会を保障する。
　社内重要会議議事録や稟議書その他監査役会が必要とする文書につい
ては監査役会に遅滞なく回覧される体制を整備する。

② 業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要
(会社法第362条第4項第6号、会社法施行規則第118条第2項)

当社及びグループ各社では、継続的に内部統制システムの整備に取り組
んでおります。運用状況につきましては、運用上見出された問題点、改善
及び再発防止策への取り組みを毎月、取締役会及び監査役会に報告、協議
することにより適切な内部統制システムの整備、運用を実施しておりま
す。
また、グループ各社につきましては毎月1回行うグループ関係会議（グ

ループ社長会及びグループ会議）において運用状況の報告がされることに
より内部統制システムの運用状況の把握をしております。

　本報告書に記載した金額および株式数は単位未満の端数を切り捨てて表示し
ております。
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連 結 貸 借 対 照 表
（平成28年３月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

受取手形及び売掛金

荷 主 前 渡 金

商 品

貯 蔵 品

短 期 貸 付 金

預 け 金

繰 延 税 金 資 産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物 及 び 構 築 物

機械装置及び運搬具

土 地

建 設 仮 勘 定

そ の 他

無 形 固 定 資 産

の れ ん

借 地 権 ・ そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

長 期 貸 付 金

差 入 保 証 金

繰 延 税 金 資 産

退職給付に係る資産

そ の 他

貸 倒 引 当 金

27,588

6,425

11,926

489

8,097

11

60

945

190

233

△792

32,312

21,099

9,919

1,386

4,173

5,105

512

2,558

148

2,410

8,654

7,467

313

338

78

541

430

△514

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 25,260

支払手形及び買掛金 9,382

短 期 借 入 金 12,940

１年以内返済予定長期借入金 728

未 払 法 人 税 等 223

賞 与 引 当 金 161

役 員 賞 与 引 当 金 8

本社移転損失引当金 23

そ の 他 1,791

固 定 負 債 11,258

長 期 借 入 金 7,279

繰 延 税 金 負 債 1,200

退職給付に係る負債 1,719

役員退職慰労引当金 41

長 期 未 払 金 229

そ の 他 788

負 債 合 計 36,519

（純資産の部）

株 主 資 本 18,480

資 本 金 2,995

資 本 剰 余 金 1,341

利 益 剰 余 金 14,836

自 己 株 式 △693

その他の包括利益累計額 2,101

その他有価証券評価差額金 2,304

退職給付に係る調整累計額 △202

非支配株主持分 2,799

純 資 産 合 計 23,381

資 産 合 計 59,900 負 債 及 び 純 資 産 合 計 59,900

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連 結 損 益 計 算 書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 198,951

売 上 原 価 188,043

売 上 総 利 益 10,908

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 9,859

営 業 利 益 1,048

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 220

持 分 法 に よ る 投 資 利 益 46

そ の 他 136 404

営 業 外 費 用

支 払 利 息 145

そ の 他 16 162

経 常 利 益 1,290

特 別 利 益

投 資 有 価 証 券 売 却 益 22

受 取 賠 償 金 30

受 取 保 険 金 13

本 社 移 転 損 失 引 当 金 戻 入 額 262

補 助 金 収 入 139 468

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 12

減 損 損 失 180 192

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 1,567

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 363

法 人 税 等 調 整 額 10 374

当 期 純 利 益 1,192

非支配株主に帰属する当期純利益 243

親会社株主に帰属する当期純利益 948

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：百万円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株主資本合計

当連結会計年度期首残高 2,995 1,341 14,418 △403 18,352

過年度修正による累積的影響額 △274 △274

遡及処理後当連結会計年
度 期 首 残 高

2,295 1,341 14,144 △403 18,078

連結会計年度中変動額

剰 余 金 の 配 当 △246 △246

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

948 948

自 己 株 式 の 取 得 △290 △290

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

△10 0 △10

連結会計年度中の変動額合計 － － 692 △289 402

当連結会計年度末残高 2,995 1,341 14,836 △693 18,480

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

非支配株主持分 純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

退職給付に係
る調整累計額

その他の包括
利益累計額合
計

当連結会計年度期首残高 2,450 △151 2,299 2,882 23,533

過年度修正による累積的影響額 △250 △524

遡及処理後当連結会計年
度 期 首 残 高

2,450 △151 2,299 2,632 23,009

連結会計年度中変動額

剰 余 金 の 配 当 △246

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益

948

自 己 株 式 の 取 得 △290

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
連結会計年度中の変動額(純額)

△146 △51 △197 167 △40

連結会計年度中の変動額合計 △146 △51 △197 167 372

当連結会計年度末残高 2,304 △202 2,101 2,799 23,381

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

［連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記］

1.　連結の範囲に関する事項

(1)連結子会社の数及び主要な連結子会社の名称

連結子会社の数　　　　　　　８社

主要な連結子会社の名称　　　㈱ホウスイ、千葉中央魚類㈱、柏魚市場㈱、

中央小揚㈱、オーシャンステージ㈱、

㈱水産流通

(2)非連結子会社の状況等

主要な非連結子会社の名称　　㈲マルナカサービス

連結の範囲から除いた理由

非連結子会社は、小規模会社であり、総資産、売上高、当期純損益(持分に見合

う額)及び利益剰余金(持分に見合う額)等は、いずれも、連結計算書類に重要な

影響を及ぼしていないため除外しております。

2.　持分法の適用に関する事項

(1)持分法を適用した関連会社の数及び会社の状況

関連会社の数　　　　　　　　２社

主要な会社の名称　　　　　　船橋魚市㈱

(2)持分法を適用しない非連結子会社及び関連会社の状況

持分法を適用しない主要な非連結子会社の名称　㈲マルナカサービス

持分法を適用しない主要な関連会社の名称　　　北海道ペスカ㈱

持分法を適用しない理由

持分法非適用会社は、当期純損益(持分に見合う額)及び利益剰余金等(持分に見

合う額)に及ぼす影響が軽微であり、かつ、全体としても重要性がないため除外

しております。

3.　連結子会社の事業年度等に関する事項

連結子会社の事業年度末は、連結決算日と一致しております。

4.　会計方針に関する事項

(1)重要な資産の評価基準及び評価方法

①たな卸資産……………………　　個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切

下げの方法により算定しております。）

②有価証券

その他有価証券

時価のあるもの…………　　連結会計年度末の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売

却原価は移動平均法により算定しております。）

時価のないもの…………　　移動平均法による原価法

③デリバティブ…………………　　時価法

－ 17 －

連結注記表



2016/05/31 18:18:06 / 15173858_中央魚類株式会社_招集通知

(2)重要な減価償却資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

主として定率法（但し、平成11年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を

除く）は定額法）を採用しております。

②無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについて社内における利用可能期間（５年間）に基づく

定額法を採用しております。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

(3)重要な引当金の計上基準

①貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、

貸倒懸念債権等特定債権については会社所定の基準により計算した金額を計上し

ております。

②賞与引当金

当社及び一部連結子会社は従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支

給見込額に基づき当連結会計年度の負担額を計上しております。

③役員賞与引当金

一部連結子会社は役員の賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき計上して

おります。

④役員退職慰労引当金

一部連結子会社は役員の退職慰労金の支出に備えるため、内規による期末退職慰

労金の要支給額を計上しております。

⑤本社移転損失引当金

当社及び一部連結子会社は本社移転に伴い発生する損失に備えるため、合理的な

見積額を計上しております。

(4)退職給付に係る会計処理の方法

退職給付に係る負債は、従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末にお

ける見込額に基づき、退職給付債務から年金資産を控除した額を計上しておりま

す。

過去勤務費用は、その発生時の従業員の平均残存勤務期間以内の一定の年数（10

年）による定額法により費用処理しております。

数理計算上の差異は、各連結会計年度の発生時における従業員の平均残存勤務期

間以内の一定の年数（10年）による定額法により按分した額をそれぞれ発生の翌

連結会計年度から費用処理しております。

未認識数理計算上の差異および未認識過去勤務費用については、税効果を調整の

上、純資産の部におけるその他の包括利益累計額の退職給付に係る調整累計額に

計上しております。

なお、退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当連結会計年度末までの

期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

(5)重要なヘッジ会計の方法

①ヘッジ会計の方法

金利スワップは特例処理の要件を充たしているので、特例処理を採用しておりま

す。また、為替予約取引については振当処理を行っております。
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②ヘッジ手段とヘッジ対象

ヘッジ手段……………金利スワップ・為替予約

ヘッジ対象……………借入金の利息・外貨建債権、債務

③ヘッジ方針

為替変動リスク及び金利変動リスクを回避するために行っております。

④ヘッジ有効性評価の方法

金利スワップの特例処理の要件を充たしているので連結決算日における有効性の

評価を省略しております。また、為替予約は、ヘッジ手段の変動額の累計額とヘ

ッジ対象の変動額の累計額を比較して有効性の判断を行っております。

(6)のれん及び負ののれんの償却に関する事項

のれん及び負ののれんは、10年で均等償却しております。ただし、平成22年４月

１日以降に発生した負ののれんについては一括償却しております。

(7)消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

[誤謬の訂正に関する注記]

1.　誤謬の内容

　当社の連結対象会社の元経理課長による不正行為ならびに不適切な会計処理により

誤謬の訂正を行っております。これにより、当連結会計年度の期首の利益剰余金を減

額させております。

2.　当連結会計年度の期首における純資産額に対する影響額

　影響額については、「連結株主資本等変動計算書」の「過年度修正による累積的影

響額」に記載しております。
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（会計方針の変更）

（企業結合に関する会計基準等の適用）

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下

「企業結合会計基準」という。）、「連結財務諸表に関する会計基準」（企業会計基

準第22号 平成25年９月13日。以下「連結会計基準」という。）及び「事業分離等に

関する会計基準」（企業会計基準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計

基準」という。）等を当連結会計年度から適用し、支配が継続している場合の子会社

に対する当社の持分変動による差額を資本剰余金として計上するとともに、取得関連

費用を発生した連結会計年度の費用として計上する方法に変更しております。また、

当連結会計年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定

による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する連結会計年度の連結計算書

類に反映させる方法に変更しております。加えて、当期純利益等の表示の変更及び少

数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更

を反映させるため、前連結会計年度については、連結財務諸表の組替えを行っており

ます。企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、

連結会計基準第44－５項（4）及び事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過

的な取扱いに従っており、当連結会計年度の期首時点から将来にわたって適用してお

ります。

　これによる連結財務諸表に与える影響はありません。

（表示方法の変更）

（連結損益計算書）

　前連結会計年度において、「特別利益」の「その他」に含めていた「本社移転損失

引当金戻入額」と「補助金収入」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度よ

り独立掲記することといたしました。なお、前連結会計年度の金額は、「本社移転損

失引当金戻入額」０百万円、「補助金収入」３百万円であります。
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［連結貸借対照表に関する注記］

1.　担保に供している資産及び担保に係る債務

(1)担保に供している資産

建物及び構築物 2,728百万円

機械装置及び運搬具 61百万円

土地 2,190百万円

(2)担保に係る債務

長期借入金 4,577百万円

2.　有形固定資産の減価償却累計額 15,196百万円

［連結株主資本等変動計算書に関する注記］

1.　当連結会計年度末日における発行済株式の種類及び総数

普通株式 43,153千株

2.　自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　　加 減　　少 当事業年度末

普通株式(千株) 2,131 1,065 － 3,197

（変動の事由概要）

増加…自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得1,064千

株及び単元未満株式の買取り1千株による増加分であります。

3.　剰余金の配当に関する事項

(1)配当金支払額等

決 議 株式の種類
配当金の総額
(百万円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

平成27年６月26日
定 時 株 主 総 会

普通株式 246 6.0 平成27年３月31日 平成27年６月29日

(2)基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度

となるもの

平成28年６月29日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事

項を次のとおり付議する予定であります。

①配当金の総額 239百万円

②１株当たり配当額 6円

③基準日 平成28年３月31日

④効力発生日 平成28年６月30日

なお配当原資については、利益剰余金とすることを予定しております。
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［金融商品に関する注記］

1.　金融商品の状況に関する事項

　当社グループは、資金運用については短期的な預金及び預け金等に限定し、銀行

等金融機関からの借入により資金を調達しております。また、デリバティブは、後

述するリスクを回避するために利用しており、投機的な取引は行わない方針であり

ます。

　受取手形及び売掛金に係る顧客の信用リスクは、与信管理規程に沿ってリスク低

減を図っております。また、投資有価証券は主として株式であり、上場株式につい

ては四半期ごとに時価の把握を行っております。非上場株式については定期的に財

務諸表を取り寄せ、財務内容を把握しております。

　支払手形及び買掛金は、ほとんど１年以内の支払期日であります。営業債務の一

部に原料等の輸入に伴う外貨建て債務があり、為替の変動リスクに晒されておりま

すが、将来の為替相場による損失を回避するため、為替予約取引において、財務上

発生している為替リスクをヘッジし、リスク管理を効率的に行うためデリバティブ

取引を導入しています。

　借入金の使途は運転資金（主として短期）及び設備投資資金（長期）であり、一

部の長期借入金の金利変動リスクに対して金利スワップ取引を実施して支払利息の

固定化を実施しております。なお、デリバティブは内部管理規程に従い、実需の範

囲で行うこととしております。

2.　金融商品の時価等に関する事項

　平成28年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額につい

ては、次のとおりであります。
（単位：百万円）

連結貸借対照表
計上額（＊）

時価（＊） 差額

(1) 現金及び預金 6,425 6,425 －

(2) 受取手形及び売掛金 11,926 11,926 －

(3) 預け金 945 945 －

(4) 投資有価証券

その他有価証券 6,290 6,290 －

(5) 支払手形及び買掛金 （9,382） （9,382） －

(6) 短期借入金 （12,940） （12,940） －

(7) 長期借入金 （8,008） （8,315） (307)

(8) デリバティブ取引 － － －

（＊）負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

－ 22 －
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（注１）金融商品の時価の算定方法並びに有価証券及びデリバティブ取引に関する事項

(1)現金及び預金、(2)受取手形及び売掛金並びに(3)預け金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(4)投資有価証券

これらの時価について、株式取引所の価格によっております。

(5)支払手形及び買掛金並びに(6)短期借入金

これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当

該帳簿価額によっております。

(7)長期借入金

長期借入金の時価については、元利金の合計額を同様の新規借入を行った場合

に想定される利率で割り引いて算出する方法によっております。変動金利に

よる長期借入金は金利スワップの特例処理の対象とされており、当該金利スワ

ップと一体として処理された元利金の合計額を、同様の借入を行った場合に適

用される合理的に見積もられる利率で割り引いて算出する方法によっており

ます。

(8)デリバティブ取引

金利スワップの特例処理及び為替予約の振当て処理によるものは、ヘッジ対象

とされている長期借入金及び営業債務と一体として処理されているため、その

時価は、当該長期借入金及び営業債務の時価に含めて記載しております。

（注２）非上場株式（連結貸借対照表計上額1,176百万円）は、市場価額がなく、かつ将

来キャッシュ・フローを見積もることなどができず、時価を把握することが極

めて困難と認められるため、「(4)投資有価証券　その他有価証券」には含めて

おりません。

［賃貸等不動産に関する注記］

1.　賃貸等不動産の状況に関する事項

当社及び一部連結子会社では、東京都その他の地域において、主に賃貸用の建物

等（土地を含む）を有しております。

2.　賃貸等不動産の時価に関する事項
（単位：百万円）

連結貸借対照表計上額 時価

1,576 3,019

（注１）連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であ

ります。

（注２）当期末の時価は、一定の評価額または市場価額を反映していると考えられる

指標に基づく価額であります。

［１株当たり情報に関する注記］

1.　１株当たり純資産額 515円13銭

2.　１株当たり当期純利益 23円64銭

－ 23 －
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貸　借　対　照　表
（平成28年3月31日現在）

（単位：百万円）

科 目 金 額 科 目 金 額

（ 資 産 の 部 ）

流 動 資 産

現 金 及 び 預 金

売 掛 金

荷 主 前 渡 金

商 品

短 期 貸 付 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

固 定 資 産

有 形 固 定 資 産

建 物

備 品

リ ー ス 資 産

土 地

そ の 他

無 形 固 定 資 産

借 地 権

電 話 加 入 権

ソ フ ト ウ ェ ア

ソフトウェア仮勘定

投 資 そ の 他 の 資 産

投 資 有 価 証 券

関 係 会 社 株 式

長 期 貸 付 金

前 払 年 金 費 用

差 入 保 証 金

そ の 他

貸 倒 引 当 金

13,513

2,240

5,798

489

5,007

391

77

△491

14,748

2,265

1,401

12

23

783

44

1,617

1,397

7

2

209

10,865

6,105

2,179

2,683

406

144

274

△927

（ 負 債 の 部 ）

流 動 負 債 11,168
受 託 販 売 未 払 金 309
買 掛 金 3,142
短 期 借 入 金 6,900
１年以内返済予定長期借入金 312
未 払 費 用 224
賞 与 引 当 金 60
本社移転損失引当金 19
そ の 他 200

固 定 負 債 2,785
長 期 借 入 金 818
預 り 保 証 金 487
繰 延 税 金 負 債 921
退 職 給 付 引 当 金 393
長 期 未 払 金 150
そ の 他 13

負 債 合 計 13,954

（純資産の部）

株 主 資 本 12,232
資 本 金 2,995
資 本 剰 余 金 1,342
資 本 準 備 金 1,337
その他資本剰余金 5

利 益 剰 余 金 8,591
利 益 準 備 金 748
その他利益剰余金 7,842
固 定 資 産 圧 縮 積 立 金 119
別 途 積 立 金 6,850
繰 越 利 益 剰 余 金 873

自 己 株 式 △697
評価・換算差額等 2,075

その他有価証券評価差額金 2,075

純 資 産 合 計 14,308
資 産 合 計 28,262 負債及び純資産合計 28,262

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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損　益　計　算　書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

（単位：百万円）

科 目 金 額

売 上 高 111,913

売 上 原 価 107,355

売 上 総 利 益 4,558

販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,356

営 業 利 益 201

営 業 外 収 益

受 取 利 息 及 び 配 当 金 352

そ の 他 60 412

営 業 外 費 用

支 払 利 息 45

そ の 他 2 47

経 常 利 益 567

特 別 利 益

本 社 移 転 損 失 戻 入 益 120 120

特 別 損 失

投 資 有 価 証 券 評 価 損 12

減 損 損 失 37 49

税 引 前 当 期 純 利 益 637

法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 54

法 人 税 等 調 整 額 9 64

当 期 純 利 益 573

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。
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株主資本等変動計算書

(平成27年４月１日から
平成28年３月31日まで)

(単位：百万円)

株 主 資 本

資本金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計

資本準備金
そ の 他
資本剰余金

利益準備金

その他利益剰余金

固 定 資 産
圧縮積立金

別途積立金
繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 2,995 1,337 5 748 116 6,850 975 △407 12,622

過年度修正による累積的影響額 △426 △426

遡及処理後当期首残高 2,995 1,337 5 748 116 6,850 548 △407 12,195

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △246 △246

当 期 純 利 益 573 573

自 己 株 式 の 取 得 △289 △289

固定資産圧縮積立金の積立 2 △2 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

－

当 期 変 動 額 合 計 － － － － 2 － 324 △289 37

当 期 末 残 高 2,995 1,337 5 748 119 6,850 873 △697 12,232

評価・換算差額等

純 資 産 合 計その他有価証券評
価 差 額 金

当 期 首 残 高 2,284 14,906

過年度修正による累積的影響額 △426

遡及処理後当期首残高 2,284 14,479

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △246

当 期 純 利 益 573

自 己 株 式 の 取 得 △289

固定資産圧縮積立金の積立 －

株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△208 △208

当 期 変 動 額 合 計 △208 △171

当 期 末 残 高 2,075 14,308

　（注)記載金額は、百万円未満を切り捨てて表示しております。

－ 26 －

株主資本等変動計算書



2016/05/31 18:18:06 / 15173858_中央魚類株式会社_招集通知

個別注記表

［重要な会計方針に係る事項に関する注記］

1.　資産の評価基準及び評価方法

(1)たな卸資産（商品)…………………　　 個別法による原価法

（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく

簿価切下げの方法により算定しておりま

す｡ ）

(2)有価証券

子会社株式及び関連会社株式…　　移動平均法による原価法

その他有価証券

時価のあるもの…………　　期末決算日の市場価格等に基づく時価法

（評価差額は全部純資産直入法により処理

し、売却原価は移動平均法により算定して

おります。）

時価のないもの…………　　移動平均法による原価法

2.　固定資産の減価償却の方法

(1)有形固定資産（リース資産を除く）

定率法（但し、平成11年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除く）は定

額法）を採用しております。

(2)無形固定資産（リース資産を除く）

自社利用のソフトウェアについて社内における利用可能期間（５年間）に基づく定

額法を採用しております。

(3)リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。

3.　引当金の計上基準

(1)貸倒引当金

債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸

倒懸念債権等特定債権については会社所定の基準により計算した金額を計上してお

ります。

(2)賞与引当金

従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額に基づき当事業年度

負担額を計上しております。

(3)退職給付引当金

従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務及び年金資産

の見込額に基づき計上しております。

なお、過去勤務費用は発生時から、数理計算上の差異は発生時の翌事業年度からそ

れぞれ10年の定額法により費用処理しております。

－ 27 －
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(4)本社移転損失引当金

本社移転に伴い発生する損失に備えるため、合理的な見積額を計上しております。

4.　消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式を採用しております。

[誤謬の訂正に関する注記]

1.　誤謬の内容

　当社の連結対象会社の元経理課長による不正行為ならびに不適切な会計処理により

誤謬の訂正を行っております。これにより、当事業年度の期首の利益剰余金を減額さ

せております。

2.　当事業年度の期首における純資産額に対する影響額

　影響額については、「株主資本等変動計算書」の「過年度修正よる累積的影響額」

に記載しております。

［会計方針の変更に関する注記］

(企業結合に関する会計基準等の適用)

　「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号　平成25年９月13日。以下

「企業結合会計基準」という。）及び「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基

準第７号　平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年

度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更し

ております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な

会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の

計算書類に反映させる方法に変更しております。

　企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項（4）、及び

事業分離等会計基準第57－４項（4）に定める経過的な取扱いに従っており、当事業

年度の期首時点から将来にわたって適用しております。

　これによる計算書類に与える影響はありません。
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［貸借対照表に関する注記]

1.　有形固定資産の減価償却累計額 2,505百万円

2.　関係会社に対する　短期金銭債権 722百万円

3.　関係会社に対する　長期金銭債権 2,417百万円

4.　関係会社に対する　短期金銭債務 1,671百万円

5.　有形固定資産の圧縮記帳額 15百万円

6.　保証債務（銀行借入に対する保証）

㈱ホウスイ 48百万円

㈱せんにち 300百万円

［損益計算書に関する注記］

関係会社との取引高

売上高 9,093百万円

仕入高 1,655百万円

販売費及び一般管理費 552百万円

営業取引以外の取引高 180百万円

［株主資本等変動計算書に関する注記］

自己株式の種類及び株式数に関する事項

株式の種類 当事業年度期首 増　　加 減　　少 当事業年度末

普通株式(千株) 2,131 1,065 － 3,197

（変動の事由概要）

増加…自己株式の数の増加は、取締役会の決議に基づく自己株式の取得1,064千

株及び単元未満株式の買取り1千株による増加分であります。
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［税効果会計に関する注記］

1.　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

（繰延税金資産）

貸倒引当金 435百万円

退職給付引当金 120百万円

長期未払金 46百万円

賞与引当金 18百万円

投資有価証券評価損 352百万円

本社移転損失引当金 5百万円

繰越欠損金 117百万円

その他 34百万円

繰延税金資産小計 1,132百万円

評価性引当額 △1,132百万円

繰延税金資産合計 －百万円

（繰延税金負債）

固定資産圧縮積立金 △52百万円

前払年金費用 △124百万円

　その他有価証券評価差額金 △744百万円

繰延税金負債合計 △921百万円

繰延税金負債の純額 △921百万円

2.　法人税等の税率の変更による繰延税金資産及び繰延税金負債の金額の修正

　「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)及び「地方税法等の一

部を改正する等の法律」(平成28年法律第13号)が平成28年3月29日に国会で成立し、平

成28年4月1日以降に開始する事業年度から法人税率等が変更されることとなりました。

　これに伴い、繰延税金資産及び繰延税金負債の計算に使用される法定実効税率は、

従来の32.34％から平成28年4月1日に開始する事業年度及び平成29年4月1日に開始す

る事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.86％に、平成30年4月1日に開

始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については、30.62％にそれぞれ変

更されます。

　この税率変更により、繰延税金負債の金額が51百万円減少し、法人税等調整額が9百

万円、その他有価証券評価差額金が41百万円、固定資産圧縮積立金が2百万円、それぞ

れ増加しております。

－ 30 －
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［関連当事者との取引に関する注記］

子会社等

種類
会社等の
名 称

資本金又
は出資金
(百万円)

事業の
内容又
は職業

議決権等
の 所 有
(被所有)
割合(％)

関係内容
取 引 の
内 容

取引金額
(百万円)

科目
期末残高
(百万円)役員の

兼任等
事業上
の関係

子会社

柏魚市場㈱ 80
水 産 物
卸売事業

所有直接
100.0

兼任
2名

商品の
販売・
仕入等

資金の借入 1,500 短期借入金 1,500

利息の支払 12 未払利息 1

㈱ホウスイ 2,485

水 産 物
卸売事業
冷蔵倉庫
事 業

所有直接
55.2

兼任
2名

商品の
販売・
仕入等

資金の回収 159
長期貸付金

短期貸付金

1,881

159

利息の受取 21 未収利息 2

㈱せんにち 90

水産煉製
品 の 製
造 ・ 加
工・販売

所有間接
100.0

兼任
-名

商品の
仕入等

資金の回収 178
長期貸付金

短期貸付金

536

178

利息の受取 8 未収利息 0

債務保証 300 － －

中央フーズ㈱ 10
水産物卸
売 事 業

所有
直接40.0
間接60.0

兼任
-名

商品の
販売・
仕入等

商品の販売 7,340 売掛金 310

（注)取引条件及び取引条件の決定方針等

(1) 商品の販売については、当社と資本関係を有しない他の取引先と同じ取引

条件、価格は同じ決定方法によっております。

(2) 借入金利は市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(3) 貸付金利は、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

(4) 債務保証については、銀行からの借入金に対して債務保証を行っております。

(5)

なお、保証料は受け取っておりません。

㈱せんにちへの貸付金に対し、412百万円の貸倒引当金を計上しております。

［１株当たり情報に関する注記］

1.　１株当たり純資産額 358円11銭

2.　１株当たり当期純利益 14円29銭

－ 31 －
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連結計算書類に係る会計監査人監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月12日

中央魚類株式会社

取 締 役 会  御  中

監 査 法 人  和 宏 事 務 所
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 塩 崎 省 三 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 入 沢 頼 二 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 南 　 幸 治 ㊞

当監査法人は、会社法第４４４条第４項の規定に基づき、中央魚類株式会社

の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの連結会計年度の連結計

算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計

算書及び連結注記表について監査を行った。

連結計算書類に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して連結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不

正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正に表示する

ために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら連結計算書類に対する意見を表明することにある。当監査法人は、我が国に

おいて一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査

の基準は、当監査法人に連結計算書類に重要な虚偽表示がないかどうかについ

て合理的な保証を得るために、監査計画を策定し、これに基づき監査を実施す

ることを求めている。

－ 32 －
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監査においては、連結計算書類の金額及び開示について監査証拠を入手する

ための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断により、不正又は誤

謬による連結計算書類の重要な虚偽表示のリスクの評価に基づいて選択及び適

用される。監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのもの

ではないが、当監査法人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な

監査手続を立案するために、連結計算書類の作成と適正な表示に関連する内部

統制を検討する。また、監査には、経営者が採用した会計方針及びその適用方

法並びに経営者によって行われた見積りの評価も含め全体としての連結計算書

類の表示を検討することが含まれる。

当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認

められる企業会計の基準に準拠して、中央魚類株式会社及び連結子会社からな

る企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重

要な点において適正に表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 33 －
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計算書類に係る会計監査人監査報告

独立監査人の監査報告書

平成28年５月12日

中央魚類株式会社

取 締 役 会 御  中

監 査 法 人  和 宏 事 務 所
代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 塩 崎 省 三 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 入 沢 頼 二 

代 表 社 員
業務執行社員

公認会計士 南 　 幸 治 ㊞

　当監査法人は、会社法第４３６条第２項第１号の規定に基づき、中央魚類株

式会社の平成２７年４月１日から平成２８年３月３１日までの第６９期事業年

度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及

び個別注記表並びにその附属明細書について監査を行った。

計算書類等に対する経営者の責任

　経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基

準に準拠して計算書類及びその附属明細書を作成し適正に表示することにあ

る。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類及びその附

属明細書を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整

備及び運用することが含まれる。

監査人の責任

　当監査法人の責任は、当監査法人が実施した監査に基づいて、独立の立場か

ら計算書類及びその附属明細書に対する意見を表明することにある。当監査法

人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査

を行った。監査の基準は、当監査法人に計算書類及びその附属明細書に重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得るために、監査計画を策定

し、これに基づき監査を実施することを求めている。

－ 34 －
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　監査においては、計算書類及びその附属明細書の金額及び開示について監査

証拠を入手するための手続が実施される。監査手続は、当監査法人の判断によ

り、不正又は誤謬による計算書類及びその附属明細書の重要な虚偽表示のリス

クの評価に基づいて選択及び適用される。監査の目的は、内部統制の有効性に

ついて意見表明するためのものではないが、当監査法人は、リスク評価の実施

に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、計算書類及びその

附属明細書の作成と適正な表示に関連する内部統制を検討する。また、監査に

は、経営者が採用した会計方針及びその適用方法並びに経営者によって行われ

た見積りの評価も含め全体としての計算書類及びその附属明細書の表示を検討

することが含まれる。

　当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと

判断している。

監査意見

　当監査法人は、上記の計算書類及びその附属明細書が、我が国において一般

に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して、当該計算書類及びその附

属明細書に係る期間の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に

表示しているものと認める。

利害関係

　会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により

記載すべき利害関係はない。

以　上

－ 35 －
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監査役会監査報告

監 査 報 告 書

　当監査役会は、平成27年４月１日から平成28年３月31日までの第69期事業年
度の取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、
審議の上、本監査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。
1.　監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
(1)　監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実

施状況及び結果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人か
らその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求めま
した。

(2)　各監査役は、監査役会が定めた監査役監査の基準に準拠し、監査の方針、
職務の分担等に従い、取締役、内部監査部門その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の
方法で監査を実施しました。

　①　取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務
の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁
書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務及び財産の状況を
調査いたしました。また、子会社については、子会社の取締役及び監査
役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて子会社から事業の
報告を受けました。

　②　事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合
することを確保するための体制その他株式会社及びその子会社から成
る企業集団の業務の適正を確保するために必要なものとして会社法施
行規則第100条第1項及び第3項に定める体制の整備に関する取締役会決
議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システ
ム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況につい
て定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしま
した。

　③　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているか
を監視及び検証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況につ
いて報告を受け、必要に応じて説明を求めました。また、会計監査人か
ら「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体制」（会社計
算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（平
成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受
け、必要に応じて説明を求めました。

　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、
計算書類（貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）
及びその附属明細書並びに連結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、
連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）について検討いたしました。

－ 36 －
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2.　監 査 の 結 果
(1)　事業報告等の監査結果

①　事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正
しく示しているものと認めます。

②　取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反
する重大な事実は認められません。

③　内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めま
す。また、当該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締
役の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。

(2)　計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人　監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

(3)　連結計算書類の監査結果
会計監査人　監査法人和宏事務所の監査の方法及び結果は相当であると
認めます。

平成28年５月27日

中央魚類株式会社 監 査 役 会

監査役(常勤) 鈴 木 　 誠 
監査役(社外) 渡 辺 　 亨 
監査役(社外) 松 行 健 一 
監査役(社外) 尾 﨑 　 健 

以　上

－ 37 －
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